
１　　施設運営主体

― ―

２　　利用施設

　山口市 大内矢田北三丁目４番２３号

― ―

― ―

 

 

年 月 日

３　　保育目標・運営方針

・日々の保育充実　　・家庭、地域との緊密な連絡

大内保育園　重要事項説明書

　保育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。

名 称 　山口市

所 在 地

施 設 の 種 類 　保育所

施 設 の 名 称 大内 保育園

電 話 番 号 ０８３ 934 2798

　山口市亀山町２番１号

　山口市長　　伊藤　和貴代 表 者 氏 名

利 用 定 員
２号認定 ３歳児 ２４人 ４歳児 ３０人

０００１

Ｆ Ａ Ｘ ０８３ ９２７ ０００１

施 設 の 所 在 地

連 絡 先
電 話 番 号 ０８３ ９２７

管 理 者 園　長 大上　寛子

対 象 児 童
児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保育を必要と
する小学校就学前児童

５歳児 ３０人

３号認定 ０歳児 ６人 １歳児 １２人 ２歳児 １８人

開 設 年 月 日 昭和 27 4 1

事 業 所 番 号

《業務方針》

・信頼、理解、協調を基調とする民主的で明るい園の経営を図る。

・保育園保育の独自性にたち、保育内容の充実と環境の整備に努める。

・職員の個性を尊重し、一人一人の持ち味が発揮できるように支援すると共に、研修の充実を図る。

・家庭や地域との連携を密にし、一体となって子育ての推進を図る。

　即した指導に努め、心身ともに健康で、あかるく、やさしく、たくましい子どもを育成する。

《保育方針》

・保育指針に示された基本精神に基づき、温かい家庭的な雰囲気の中で、一人一人の発達や生活に

【めざす子ども像】

・あかるく元気な子ども　　・思いやりのある子ども　　・挨拶ができる子ども　　・物を大切にする子ども

・何でもやろうとする意欲のある子ども　　・最後まで頑張る子ども

【具体的実施事項】



４　　本園における施設・設備等の概要
　（１）施　設

　（２）主な設備

５　　職員の設置状況

園庭 656,00 ㎡
敷　地

調理室 1室

（満４歳児）

なのはな組　　 （満５歳児）

ほふく室

保育室 ５室

ちゅうりっぷ組 （満２歳児）

すみれ組 （満３歳児） れんげ組

ひなぎく組（０歳児）

たんぽぽ組 （満１歳児）

１室

栄養士

保育補助者 １名１名保育士の職務を助ける。

当園の事務を行う。

利用乳幼児の発達段階に応じ、０歳児の離乳
食、１～２歳児の幼児食及び3歳児以上の幼児
食に係る献立を作成する。

職　　種

園長

事務職員

２名２名

主任保育士

非常勤

６名

常勤

１名

勤務体系

７：３０～８：００ 保育士３名（園児数に応じて増減あり）

用務員

　※　本園では、「山口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

１名当園の雑務を行う。

調理師

看護士

５名
栄養士の作成した献立に基づき、給食及びお
やつを調理する。
子どもの健康管理と当園全般の衛生管理を行
う。

５名

１名

　定める条例（平成２６年９月２９日山口市条例第２９号。以下「条例」という。）」の定める基準を
　遵守し、保育の実施に必要な職員として、上記の職種の職員を配置します。

＜勤務体系＞

勤務時間

　８：００～１７：００

１７：００～１８：００

１８：００～１９：００　

　※　職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。
　※　ローテーションにより、各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。

保育士２名

保育士１０名（園児数に応じて増減あり）

保育士１３名以上（園児数に応じて配置）

鉄筋コンクリート 造

延べ面積 706,00 ㎡

員数

１名

１名

２１名

職務内容

職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し
法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとと
もに、利用乳幼児を全体的に把握し、園務をつかさ
どる。

主任保育士は、地域の保護者等に対する子育
て支援を行うとともに、園長を補佐し保育内容に
ついて他の保育士を統括する。
保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及
び家庭連絡等の業務を行う。

１名

１５名

敷地全体 2,796,69 ㎡

保育士

設備 部屋数 備　　　　　考

乳児室

園　舎
構造



６　　保育を提供する日

７　　保育を提供する時間

８　　提供する保育等の内容

９　　利用料金

１０　　利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項

　　　　なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、１９時まで

及び祝祭日は休園となります。

　保育を提供する時間は、次のとおりとします。
（１）　保育標準時間認定に係る保育時間
　　　　保育標準時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、７時３０分から
　　 １８時までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。

　保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとします。ただし、年末年始（１２月２９日から１月３日）

　提供を行います。

年齢

　０歳児

　　 の範囲内で、時間外保育を提供いたします（時間外保育の利用に当たっては、市町村にお支払
　　いいただく通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となります。）
（２）　保育短時間認定に係る保育時間

　　　範囲内で、保育を必要とする時間となります。
　　　　保育短時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、８時から１６時までの

　　本園は、保育所保育指針（平成３０年４月１日厚労告１１７）を踏まえ、以下の保育その他の便宜の

（３）　食事の提供
　　　　児童の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。

　　なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、７時３０分から
８時まで又は１６時から１９時までの範囲内で、時間外保育を提供いたします（時間外保育の利用にあ

たっては、市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となります。）

　１歳児 ９時３０分頃 １１時３０分頃 １５時頃

　２歳児 ９時３０分頃 １１時３０分頃 １５時頃

　　　　疾患生活管理指導表」を作成してもらって必ず提出してください。

　３歳児 　 １２時頃 １５時頃

　４歳児 　 １２時頃 １５時頃

　５歳児 　 １２時頃 １５時頃

　※　献立表は毎月別途お知らせします。

　　　　支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める保育料をお支払いいただきます。
（１）　特定教育・保育に係る利用者負担（保育料）

　　　　（１）に掲げる保育料のほか、別表に掲げる費用を負担していただきます。お支払い方法につい

備考午前間食 昼食 午後間食

９時３０分頃 １１時３０分頃

（１）　本園は、市が行った利用調整により本園の利用が決定されたときは、これに応じる。
（２）　特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、重要事項を記載した書面により、利用す

        　る子どもの保護者とその内容を確認し、同意を得るものとする。
（３）本園の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了するものとする。
　①　利用乳幼児が小学校に就学したとき
　②　２号認定子どもの保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき
　③　３号認定子どもの保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき
　④　その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき

１５時頃

（１）　特定保育の提供
　　　　上記７に記載する時間において、保育を提供します。
（２）　幼保交流
　　　 年間を通して大内幼稚園との交流をすすめています。

（２）　保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等

　　　ては、別途お知らせします。

　※　食物アレルギー等、体質に合わない食材があれば、医療機関で診察等を受け、「アレルギー



１１　　嘱託医

１２　　緊急時の対応

１３　　要望・苦情等に関する相談窓口

１５　　非常災害時の対策

　・自動火災報知機 有 　・誘導灯 有
　・ガス漏れ報知器 有 　・非常警報装置 有
　・非常用電源 有
　・その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理 有

１６　　利用者に対しての保険の種類　・　保険事故　・　保険金額

　保 険 の 内 容
保育所の管理下における災害に対し、災害共済給付（医療費、障害見舞
金、又は死亡見舞金）が行われます。

避難　・　消火訓練
避難及び消火の訓練は、毎月１回以上実施し、年２回は消防署に
報告する。

　　　本園では、以下の保険に加入しています。

　保 険 の 種 類

　・窓口担当者 園長または主任

　・ご利用時間 ８：３０～１７：１５

　・電話番号 ０８３－９２７－０００１

　　ＦＡＸ ０８３－９２７－０００１

　　担当者が不在の場合は、本園職員までお申し出ください。

医 療 機 関 の 名 称 ふるや歯科医院

日本スポーツ振興センター災害共済

重原　千恵美
 電話番号 ０８３－９３４－２７９８（保育幼稚園課）

　※　本園では、上記のほか、園内に要望・苦情等に係る投函箱を設置しています。

非常時の対応 　別途に定める、消防計画書により対応いたします。

防災設備

電 話 番 号 ０８３－９２７－３９５８

　　　お預かりしている児童に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の指定する医療
　 機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。

　　　本園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。

淺井　知次

 電話番号 ０８３－９３４－２７９８（保育幼稚園課）

第三者委員
 役職・肩書等

 役職・肩書等

山口市民生委員児童委員協議会
児童福祉部会部会長

元保育園園長

（２）　歯科

所 在 地 山口市大内御堀３８０２－１

　　　本園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。

（１）　内科

医 療 機 関 の 名 称

１４ 　　虐待の防止のための措置
　　　　　児童の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、関係機関と連携し、児童虐待等の早期発見に
　　　　努めています。子育てでお困りのことがありましたら、いつでもご相談ください。

本園
ご利用相談窓口

山口赤十字病院

医 院 長 名 古谷　真澄

医 院 長 名 門屋　亮

所 在 地 山口市八幡馬場５３－１

電 話 番 号 ０８３－９２３－０１１１



１７　　本園におけるその他の留意事項

１８　　個人情報の提供

　　　　本園では、事故防止を目的としたビデオカメラを設置しています。
　　　　録画された映像は、日々の保育の振り返りをはじめ、事故発生となり得る危険要因の有無の
　　　検証、事故発生時の検証等に活用することとしており、その管理については適正に管理して
　　　まいります。

保育要録の送付や必要最小限の範囲内において子どもの保育状況を提供することがあります。
　小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、その他の機関について、


